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【手続補正書】
【提出日】令和3年5月20日(2021.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面側が開口した箱状の基体と、
　基体の開口を開閉可能な前扉と、
　施錠装置と
を備え、
　施錠装置における所定の取っ手が操作されると前扉が開放可能となるよう構成されてお
り、
　基体の背面部には、最大径が１００ｍｍ以上の第一開口部が形成されており、
　第一開口部を介して手指を用いて施錠装置における所定の取っ手が操作可能となってお
り、
　基体の背面部には、第二開口部が形成されており、
　施錠装置における所定の取っ手は、第二開口部から視認可能となっており、
　基体の背面部には、第三開口部が形成されており、
　基体の内部は、第三開口部から採光可能となっている
遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本態様に係る遊技機は、
　正面側が開口した箱状の基体と、
　基体の開口を開閉可能な前扉と、
　施錠装置と
を備え、
　施錠装置における所定の取っ手が操作されると前扉が開放可能となるよう構成されてお
り、
　基体の背面部には、最大径が１００ｍｍ以上の第一開口部が形成されており、
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　第一開口部を介して手指を用いて施錠装置における所定の取っ手が操作可能となってお
り、
　基体の背面部には、第二開口部が形成されており、
　施錠装置における所定の取っ手は、第二開口部から視認可能となっており、
　基体の背面部には、第三開口部が形成されており、
　基体の内部は、第三開口部から採光可能となっている
遊技機である。
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